
 

報告第２  

専決処分の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

令和８年６月４日提出  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙  

専 決 処 分 書  

事故による和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。  

 

令和８年３月１９日  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

１ 事故発生日時  令和７年１１月７日（金）午前１時頃  

２ 事故発生場所  白岡市篠津２１００番地付近  

３ 相  手  方  蓮田市  

   

４ 事 故 の 概 要  市道４４５５号線において、  氏が白岡駅方面に

向かって歩いており、後方から来た車を避けようとし

たところ、蓋が架かっていない道路側溝に落ち、脚に

８針を縫う怪我をしたものである。  

５ 損 害 賠 償 額  ３７，６８０円  


